
お問い合わせ先

のご案内

団体割引
20％適用

〒514-0003　津市桜橋2丁目191番4
TEL 059-246-0010　FAX 059-246-0011
（受付時間：平日午前9時から午後5時まで）

〒514-0004　津市栄町3丁目 115
TEL 059-226-5161　FAX 059-226-5165
（受付時間：平日午前9時から午後5時まで）

〈取扱代理店〉
有限会社ミック三重

〈引受保険会社〉
損害保険ジャパン株式会社　三重支店 法人支社

（医師賠償責任保険）

日医Ａ②（Ｂ）会員
Ｂ会員向け

保険期間　2024年8月15日から1年間
募集締切　2024年7月5日まで
※保険期間の中途でのご加入は随時受け付けています。

三重県医師会会員の皆さまへ 2024年募集



医師が日本国内において行った医療上の過失によって、患者に身体障害（障害に起因する死亡を含みます。）が発生した場合におい
て、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。
賠償責任保険では、被保険者（保険の補償を受けられる方）に法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければ
ならない損害賠償金の範囲でお支払いします。

勤務医師賠償責任保険の概要
この保険は・・・

医療上の事故（医師特約条項）
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※ただし、いかなる場合も医療施設の開設者の責任を肩代わりするものではありません。

①法律上の損害賠償金（治療費、休業損失、慰謝料など）
②争訟費用等（損保ジャパンの事前の承認を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬など）
※法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず相手方に支払った見舞金等は保険金のお支払いの対象になりません。

お支払いする保険金は・・・
医師特約条項

2

この保険の被保険者は、診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院に勤務されている医師の方です。
また、勤務される病院が複数ある場合でも、日本国内の医療行為であれば各々の病院における医療業務がすべて対象となります。
※診療所・病院・介護老人保健施設・介護医療院を開設あるいは責任者として管理されている方は対象となりませんので、別の医師賠償責任保険（病院契
約・診療所契約）にご加入ください。

保険の補償を受けられる方（被保険者）は・・・3

契約型と保険料4

本契約は公益社団法人三重県医師会を契約者とする団体保険ですので、
ご加入にあたってはご本人が三重県医師会の会員であることが必要です。

加 入 資 格

団体割引20％保険期間1年間 一括払

※ご加入いただける契約型は下記のとおりです。

※F300型の保険金額は、対人：1事故3億円　対人：保険期間中9億円になります。

■日本医師会Ａ②（Ｂ）会員の先生
E型

契約型

E1 100万円 300万円
対人：１事故 対人：保険期間中

4,000円
1名・1年間につき

保険料保険金額

■上記以外の先生
F型

契約型

F10 1,000万円 3,000万円
対人：１事故 対人：保険期間中

14,200円

F30 3,000万円 9,000万円 23,800円

F50 5,000万円 1億5,000万円 28,704円

F100 1億円 3億円 40,664円

F200 2億円 6億円 51,568円

F300 3億円 9億円 62,400円

1名・1年間につき
保険料保険金額

●保険金額
　保険期間（１年）を通じて５００万円となります。※ただし、被保険者が複数の場合は、被保険者ごとに適用するものとします。
●保険期間と保険金をお支払いする場合の関係
　この追加条項では、保険期間中に送検された場合に、業務上過失致死傷罪の疑いとなる行為を行った時から
　刑の確定の時（注）までに発生した弁護士費用または訴訟費用に対して保険金をお支払いします。
（注）刑の確定の時とは、次のいずれかの時をいいます。

①刑事事件について、検察官が不起訴と判断した時（注１）

②裁判所が略式命令を発した時（注２）

③第一審、控訴審もしくは上告審の判決により、有罪または無罪が確定した時（注３）

（注１）ただし、検察審査会で起訴相当または不起訴不当の議決がなされた場合を除きます。

（注２）ただし、その略式命令の告知後に公判請求がなされた場合を除きます。

（注３）ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場合におけるその第一審およびその控訴審の判決を除きます。

●ご加入方法（割増保険料なしで自動セットされます。）
　医師賠償責任保険（医師特約条項）にご加入いただくことにより、自動的に、この追加条項がセットされます。

当追加条項は、「刑事事件」に関する弁護士費用・訴訟費用について補償する追加条項です。被保険者（補償の対象となる
方）である個人の医師が、日本国内で行った医療行為またはそれに付随する行為に起因して、業務上過失致死傷罪の疑い
で保険期間中に送検された場合に、被保険者が弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して、保
険金をお支払いします。

●用語のご説明

業務上過失致死傷罪 刑法第２１１条第１項に定める業務上過失致死罪および業務上過失致傷罪をいいます。

送検 刑事訴訟法第２０３条第１項または同第２４６条に定める検察官に対する事件送検をいいます。

刑事事件 被保険者の医療の対象者が死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検される
事件をいいます。

訴訟費用 刑事訴訟費用等に関する法律第２条に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料、報酬その他の給付をいい、
刑事訴訟法第５００条の２の規定に従って、被保険者が予納した訴訟費用を含みます。

弁護士費用 被保険者が損保ジャパンの同意を得て支出した弁護士の着手金、報酬、法律相談料、日当、実費等を
いいます。

刑事弁護士費用担保追加条項

◆刑事弁護士費用担保追加条項の概要

（医師特約条項用）

（起訴後の費用を含みます。ただし、被保険者の有罪の確定（注）がなされた刑事事件を除きます。）
（注）有罪の確定・・・第一審、控訴審または上告審の判決により、有罪が確定することをいいます。
　　ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場合におけるその第一審またはその控訴審の判決を除きます。

想定されるご負担（損害） 該当保険商品

損害賠償金、弁護士費用・訴訟費用等 医師賠償責任保険（医師特約）

弁護士費用・訴訟費用

民事

刑事 刑事弁護士費用担保追加条項
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ご加入手続きは5
（１）契約型の選択　　；上記の表（契約型と保険料）にて契約の型をご選択ください。
　　　　　　　　　　　　また、次頁にてオプションも御検討ください。
（２）加入申込書の返送；同封の加入申込書に必要事項をご記入のうえご返送ください(※)。
（３）保険料の払込　　；同封の振込依頼書にてお振込みをお願いします。
　　　　　　　　　　　　なおご継続で口座振替の手続きをされている先生は、指定口座より振替させていただきます。
　　　　　　　　　　　　変更・中止等の場合はお申し出ください。

＊ご加入の際は、加入申込書の記載内容（被保険者のお名前、住所等）に誤りがないようにご記入ください。 
　（※）前年と同じ内容でご継続される場合は、加入申込書の提出は不要です。

自動セット



●保険金額
　保険期間（１年）を通じて５００万円となります。※ただし、被保険者が複数の場合は、被保険者ごとに適用するものとします。
●保険期間と保険金をお支払いする場合の関係
　この追加条項では、保険期間中に送検された場合に、業務上過失致死傷罪の疑いとなる行為を行った時から
　刑の確定の時（注）までに発生した弁護士費用または訴訟費用に対して保険金をお支払いします。
（注）刑の確定の時とは、次のいずれかの時をいいます。

①刑事事件について、検察官が不起訴と判断した時（注１）

②裁判所が略式命令を発した時（注２）

③第一審、控訴審もしくは上告審の判決により、有罪または無罪が確定した時（注３）

（注１）ただし、検察審査会で起訴相当または不起訴不当の議決がなされた場合を除きます。

（注２）ただし、その略式命令の告知後に公判請求がなされた場合を除きます。

（注３）ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場合におけるその第一審およびその控訴審の判決を除きます。

●ご加入方法（割増保険料なしで自動セットされます。）
　医師賠償責任保険（医師特約条項）にご加入いただくことにより、自動的に、この追加条項がセットされます。

当追加条項は、「刑事事件」に関する弁護士費用・訴訟費用について補償する追加条項です。被保険者（補償の対象となる
方）である個人の医師が、日本国内で行った医療行為またはそれに付随する行為に起因して、業務上過失致死傷罪の疑い
で保険期間中に送検された場合に、被保険者が弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して、保
険金をお支払いします。

●用語のご説明

業務上過失致死傷罪 刑法第２１１条第１項に定める業務上過失致死罪および業務上過失致傷罪をいいます。

送検 刑事訴訟法第２０３条第１項または同第２４６条に定める検察官に対する事件送検をいいます。

刑事事件 被保険者の医療の対象者が死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検される
事件をいいます。

訴訟費用 刑事訴訟費用等に関する法律第２条に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料、報酬その他の給付をいい、
刑事訴訟法第５００条の２の規定に従って、被保険者が予納した訴訟費用を含みます。

弁護士費用 被保険者が損保ジャパンの同意を得て支出した弁護士の着手金、報酬、法律相談料、日当、実費等を
いいます。

刑事弁護士費用担保追加条項

◆刑事弁護士費用担保追加条項の概要

（医師特約条項用）

（起訴後の費用を含みます。ただし、被保険者の有罪の確定（注）がなされた刑事事件を除きます。）
（注）有罪の確定・・・第一審、控訴審または上告審の判決により、有罪が確定することをいいます。
　　ただし、第一審または控訴審の判決の後に控訴または上告された場合におけるその第一審またはその控訴審の判決を除きます。

想定されるご負担（損害） 該当保険商品

損害賠償金、弁護士費用・訴訟費用等 医師賠償責任保険（医師特約）

弁護士費用・訴訟費用

民事

刑事 刑事弁護士費用担保追加条項
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ご加入手続きは5
（１）契約型の選択　　；上記の表（契約型と保険料）にて契約の型をご選択ください。
　　　　　　　　　　　　また、次頁にてオプションも御検討ください。
（２）加入申込書の返送；同封の加入申込書に必要事項をご記入のうえご返送ください(※)。
（３）保険料の払込　　；同封の振込依頼書にてお振込みをお願いします。
　　　　　　　　　　　　なおご継続で口座振替の手続きをされている先生は、指定口座より振替させていただきます。
　　　　　　　　　　　　変更・中止等の場合はお申し出ください。

＊ご加入の際は、加入申込書の記載内容（被保険者のお名前、住所等）に誤りがないようにご記入ください。 
　（※）前年と同じ内容でご継続される場合は、加入申込書の提出は不要です。

自動セット



Page 04

１．保険金をお支払いする場合
　　以下に掲げる損害について保険金をお支払いします。
　 （１）付随業務担保条項
　　　○被保険者が日本国内において業務を遂行することにより、保険期間中に生じた第三者の身体の障害または
　　　　財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
　　　○被保険者が日本国内において業務を行うにあたり、受託物（身の回り品等の財物）が滅失、損傷もしくは
　　　　汚損したこと、または盗取もしくは詐取されたことに起因して、受託物について正当な権利を有する者に
　　　　対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害 

 　（２）人格権侵害担保条項 
　　　○被保険者の業務の遂行に起因して、保険期間中に被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の
　　　　補助者が行った不当行為（注）により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
　　　　　(注)不当行為
　　　　　　　・不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損 
　　　　　　　・口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害

　　　
２．保険金をお支払いできない主な場合
　（１）共通
　　　①被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った医療によるその医療の対象者の
　　　　身体障害に起因する賠償責任 
　　　②被保険者が嘱託医として行った行為に起因する賠償責任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　（２）付随業務担保条項
　　　①被保険者の使用人または被保険者の医療の補助者が所有し、または私用に供する財物が損壊もしくは紛失
　　　　し、または盗取もしくは詐取されたことに起因する賠償責任
　　　②受託物の自然の消耗、かし、受託物本来の性質またはねずみ食い、虫食い等に起因する賠償責任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　（３）人格権侵害担保条項
　　　①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪
　　　　行為に起因する賠償責任
　　　②被保険者によって、もしくは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動
　　　　または出版活動に起因する賠償責任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

医師特約追加オプション 勤務医契約用

医師個人を被保険者とする保険契約（注）において、医療行為以外の業務に付随する損害をお支払いする保険です。
（注）勤務医契約をいいます。

医療付随業務担保追加条項

担保条項 対象となる損害

受託物以外の損害

受託物に対する損害

お支払限度額

1事故・期間中限度額 1億円

1事故 50万円
付随業務担保条項

追加保険料

保険期間１年・団体割引20％・一括払

800円／名

人格権侵害担保条項
人格権の侵害に
起因する損害

自己負担額

なし

なし

縮小てん補割合

なし

なし

なしなし
１被害者につき1,000万円
一連の損害賠償請求について、
かつ保険期間を通じて1億円



ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい
事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
加入者ご本人以外の被保険者（保険の対象となる方。以下同様）にもパンフレットに記載した内容をお伝えください。

■商品の仕組み：この商品は賠償責任保険普通保険約款に医師特約条項をセットしたものです。

■保険契約者　：公益社団法人三重県医師会

■保険期間　　：2024年 8月15日 午後4時 ～ 2025年 8月15日 午後4時

■引受条件（保険金額等）、保険料、保険料払込方法等：
　引受条件（保険金額等）、保険料は本パンフレットに記載していますので、ご確認ください。
　①ご加入者　：三重県医師会に所属する勤務医師
　②被保険者　：医療施設（診療所、病院、介護老人保健施設、介護医療院）に勤務されている医師
　　　　　　　　※医療施設（診療所、病院、介護老人保健施設、介護医療院）を開設あるいは管理されている方は対象外となります。

　③募集期間　：2024年7月5日（金）まで
　④お支払方法：同封の振込依頼書にてお振込み願います。
　　　　　　　　なおご継続で口座振替の手続きをされている先生は、指定口座より振替させていただきます。
　　　　　　　　変更・中止の場合はお申し出ください。
　⑤お手続方法：別紙の加入申込書に必要事項ご記入のうえ、返信用封筒にてご返信ください。
　　　　　　　　※前年と同じ内容で、継続される場合は加入申込書の提出は不要です。
　⑥中途加入　：保険期間の中途でのご加入は、随時受付をしていますので、取扱代理店までご連絡ください。
　⑦中途脱退　：この保険から脱退（解約）される場合は、取扱代理店までご連絡ください。

■保険料　　　：団体割引は、本団体契約の前年のご加入実績により決定しています。
　　　　　　　　次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

この保険のあらまし
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補償の内容（保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合）

ご加入に際して、特に注意いただきたいこと

①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装 反乱その他これ
らの類似の事変または暴動
②地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
③保険契約者または被保険者の故意によって生じた刑事事件
④被保険者の有罪の確定（注）がなされた刑事事件
⑤被保険者と世帯を同じくする親族の死傷に関する刑事事件
⑥被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人の死傷 に関する刑
事事件
⑦美容を唯一の目的とする医療に起因する刑事事件
⑧所定の免許を有しない者が行った医療に起因する刑事事件。ただ
し、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯
科医師が行った医療に起因する刑事事件は除きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（注）有罪の確定…第一審、控訴審または上告審の判決により、有罪が
確定することをいいます。ただし、第一審または控訴審の判決の
後に控訴または上告された場合におけるその第一審またはその
控訴審の判決を除きます。

刑
事
訴
訟
に
関
す
る
弁
護
士
費
用
ま
た
は
訴
訟
費
用

被保険者の医療行為の対象者が日本国内で行われた医療行為により
死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで保
険期間中に送検されたとき、被保険者がその刑事事件にかかわる弁
護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して
保険金をお支払いします。

※次の費用はお支払いの対象外になります。
①公務執行妨害等の犯罪に該当する弁護活動にかかわる弁護士費用
②弁護士法に基づく弁護活動を逸脱する行為にかかわる弁護士費用
                                                                        　　　　など

　　　・

　　　・

Page 06

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる賠償責任について
は保険金を支払いません。
①被保険者の故意によって生じた賠償責任
②海外での医療行為に起因する賠償責任
③美容を唯一の目的とする医療に起因する賠償責任
④医療の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
⑥所定の免許を有しない者が遂行した医療に起因する賠償責任
⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責
任
⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生
じた賠償責任　
⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害
によって生じた賠償責任
⑩被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

医
療
上
の
事
故

被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国
内において行った医療（職業上または職務上の相当な注意を怠った
もの）によって、医療の対象者の身体に障害（障害に起因する死亡を
含みます。）が発生した場合において、被保険者に法律上の賠償責任
が発生し、保険期間中に損害賠償請求を提起された場合（注1）、被保
険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害賠償金
（治療費、休業補償、慰謝料等）および費用（訴訟費用や弁護士報酬な
ど（注2））をお支払いします。
ただし、１回の事故について損害賠償金は保険金額を限度とします。
損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は保険金額
の損害賠償金に対する割合によります。
(注1)争訟費用にかぎっては、損害賠償請求の有無にかかわらず、保

険期間中に被保険者もしくはその代理人が身体障害またはそ
の原因・事由を知った場合において、保険金をお支払いしま
す。

(注2)損保ジャパンの事前の承認が必要です。
○ただし、初年度契約締結前に知っていた（不注意により知らな
かった場合を含みます。）身体障害により保険期間開始後に損害
賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いできません。
（初年度契約とは2004年４月１日以降保険期間を開始する医師賠
償責任保険契約で以降の継続契約を除きます。）
○いかなる場合も医療機関の開設者の責任を肩代わりするものでは
ありません。



ご加入に際して、特に注意いただきたいこと（つづき）
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